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R５年９月定例会
令和４年度一般会計・
特別会計歳入歳出決
算

　　予算決算委員会は一般会計・特別会計の予算、補正予算及び暫定予算並びに一般会計
　・特別会計の決算認定をしている、議長を除く議員全員で構成された組織です。
　　予算については、48の新規事業を始め、拡充する継続事業の予算を審議し、令和５年
　度当初予算一般会計472億円、特別会計374億円の総額846億円の原案を可決するに至り
　ました。６月定例会では、商工費の「デジタルクーポン発行助成事業」など、１２件、
　約９億１千万円の一般会計補正予算を審査し、全会一致により原案可決と認定しました。
　９月定例会では、デジタル人材育成・就労支援プロジェクトに関する委託料の増額、子
　ども・子育て支援拠点施設運営に関する経費等、３件の審査を行い全会一致により可決
　となりました。１２月定例会では「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付
　事業費」の令和５年分市民税均等割非課税世帯及び家計急変世帯への支給に係る約７億
　６千万円の一般会計の補正予算など、9件を審査し全会一致で可決となりました。一般
　会計予算の合計は約５１６億円にとなっています。
　　９月定例会では、令和4年度一般会計・特別会計等、１２件の決算認定について審査
　し、審査結果は、すべて全会一致による原案認定でした。

議会報告･意見交換会『議会と語ろう会』

説　　　　明　　　　資　　　料

（１）各常任委員会報告事項

○佐久市いじめから子どもを守る条例の制定について
　　本条例は、いじめ防止対策推進法及び長野県いじめ防止対策推進条例等の趣旨を踏ま
　え、関係機関の責務や市民の役割を明らかにするとともに、重大事態への対応など、い
　じめの防止及び解決を図るための基本的な事項を明記しています。子どもが安心して生
　活し、学ぶことができる環境をつくることを目的として本条例を制定しました。
○旧佐久市立青沼小学校跡地の処分について
　　旧青沼小学校跡地を学校法人西軽井沢学園へ売却することは、地域の要望であること
　を確認するとともに、西軽井沢学園が提供するインクルーシブ教育が市教育行政におい
　て良い先進事例になることを確認しました。
○ガザ地区における戦闘停止及び人質の即時解放に向けた取組を求める決議について
　　この戦闘により一般市民が直面している人道上の危機的状況をあらゆる外交努力によ
　って改善するため、戦闘地域の不拡大、人道目的の即時停戦、ガザ地区における戦闘停
　止及び人質の即時解放に向け、全ての当事者に対して、国連総会で採択された即時の人
　道的停戦を求める決議に基づく誠実な行動と国際法及び国際人道法に基づいた取組を強
　く求めることを決議しました。

◯畜産経営を継続するための対策を求める意見書について
　　コロナ禍やウクライナ危機、円安、気候危機などの影響により飼料、肥料、原油、穀
　物などの価格が高騰したこと。また、高齢化や後継者不足という問題もあり、畜産農家
　の経営が危ぶまれ、深刻な危機的状況に追い込まれている現状を踏まえ、令和５年３月、
　「畜産経営を継続するための対策を求める意見書」を衆参議長、各担当大臣に宛てて提
　出をいたしました。
◯デジタルクーポン「３９（サンキュー）QR」発行助成事業予算について
　　物価高騰の影響を受けた地域経済の活性化を図るため、「３９（サンキュー）QR」の
　名称で、QRコードを用いたデジタルクーポン券発行にかかる事業費の予算を審査いたし
　ました。市内商工団体から出された要望書に、電子化を求める内容があったこと。プレ
　ミアム付き商品券事業の際に行った事業者へのアンケートを踏まえ、デジタルクーポン
　としたものであり、市に対して、デジタルに馴染みのない世代にも寄り添って事業を進
　めていくよう丁寧な説明と取り残される方がいないよう要望も伝える中で慎重な審議を
　行い、予算を可決いたしました。

〇佐久市こどもの権利条例の制定について
　　子どもを取り巻く環境は多様化、複雑化しており、子どもの貧困など様々な課題が存
　在するのが現状です。子どもの福祉増進のためには条例制定が有効であり、条例制定に
　より子どもの健やかな育ちを支援するための各施策が推進されることが期待できます。
　　また、本条例の特徴は議会の責務を明記した事です。市の取組が基本理念に沿って推
　進されるよう検証し、必要に応じて提言等すること。関係機関と連携し子どもの権利の
　周知に取り組み、子どもの最善の利益を尊重するまちづくり推進のために国や県に働き
　かける事も明記しています。子ども達の健やかな成長を願い条例を制定しました。今後
　も進捗状況等、随時検証して参ります。
〇子育て世帯生活支援・住民税非課税世帯への給付について
　　価格高騰により家計への影響が大きい低所得世帯へ国による子育て世帯生活支援特別
　給付金の給付、国による地方創生臨時交付金において住民税非課税世帯へ一律７万円の
　給付について予算を可決致しました。
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（３）特別委員会報告事項

（２）議会運営委員会報告事項
説　　　　明　　　　資　　　料

　　議会運営委員会は、円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について協議し意見
　調整を図る場として設置されている委員会です。
　　議会運営の効率化及びペーパーレス化に伴う経費の削減を図ることを目的としてタブ
　レット端末及びペーパーレス会議システムを令和４年１２月定例会から導入しました。
　　令和５年３月定例会において、委員会等をオンラインで開催できるよう会議規則及び
　委員会条例を改正しました。
　　議員報酬と議員定数の改定に関する市民説明会を市との共催で１１回にわたり開催し
　ました。令和５年９月定例会において、議員定数を２６人から２人減じて２４人とする
　条例改正案を提出し可決されました。定数の削減は次の一般選挙から施行となります。
　同じく９月議会において議員報酬を増額する条例改正案が市長から提出され可決されま
　した。報酬の増額は令和６年４月分から施行となります。
　　議会活動の見える化、また、議会改革の一環として通年議会の導入検討を行っていま
　す。

　　総合交通対策特別委員会では、高速交通網等道路整備に関すること、また、より良い
　公共交通等交通政策のため調査・研究に取り組んでいます。
　　佐久地域の重要な公共交通機関の一つであるJR小海線について、赤字区間があること
　が公表されたことを受け、令和４年１２月定例会において、ローカル線の維持、存続の
　ため、特段の措置を講ずるよう求めた意見書を当委員会から提出し、全会一致で可決し、
　国会及び関係行政庁に意見書の提出を行いました。
　　令和５年４月に本格運行が開始されたデマンドワゴンさくっとについて、コールセン
　ターの現地視察及び意見交換を実施しました。
　　中部横断自動車道については、令和５年１０月、県から未着工区間のルート案が示さ
　れ、全線開通に大きく前進しました。当委員会ではこれまでも国土交通省や関係国会議
　員へ要望活動を行ってまいりましたが、早期全線開通に向け引き続き要望活動を行って
　まいります。
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５月からの主な事項

≪改革部会≫
　　改革部会は佐久市議会基本条例の検証、予算決算委員会のあり方に関する調査研究な
　どに取り組んでいます。
　　基本条例は、１条ごとにに達成状況をＡ（達成）、Ｂ（達成しているが更なる努力を
　要する）、Ｃ（未達成）の３段階で評価し、ＢＣ評価の項目について今後の対策を整理
　しました。
　　予算決算委員会については、より充実した審議を行うための形を検討。７月に先進地
　の飯田市議会を視察し、議員個人の意見を委員会や議会全体の総意としてまとめ市に提
　言・要望していく仕組みを学びました。１月にも愛知県尾張旭市、岡崎市を視察し、佐
　久市で取り入れられる部分について、具体的な改善案を取りまとめているところです。

≪広報部会≫
　　広報部会では、佐久市議会を市民の皆さんの身近に感じていただけるように議会活動
　の広報活動を主に行っております。
　　佐久市議会だより「ギカイの窓」の編集をはじめ、よりわかりやすく読みやすくする
　ために「佐久市議会広報モニター」の皆さんからご意見を元に「ギカイの窓」の改善を
　行っています。
　　その他、今回、議会の内容のよりきめ細かい情報提供と充実を目的として、Facebook
　で佐久市議会ページを立ち上げてSNSでの情報発信や、議会棟入り口に情報発信用ラッ
　クを設置し各会派の資料等の配置も始めました。

≪広聴部会≫
　　広聴部会では、「議会と語ろう会」を中心に市民の皆さまとの意見交換を中心に活動
　しています。11月11日には、佐久市農業祭に合わせて、意見交換会を行い、佐久市の農
　業についてなど様々なご意見をいただきました。２月には「議会と語ろう会」を実施し
　ます。出前意見交換会も可能ですので、お気軽にお声かけください。
　　また、議会の広報についてご意見をいただいている「広報モニター」をさらに充実さ
　せるため、議会全般についてご意見をいただく「議会モニター」へ移行を予定していま
　す。市民の皆さまがより参加しやすい議会となるよう議会手引き書を使いながら、開か
　れた議会を目指して活動しております。

　

総合交通対策特別委員会

議会改革・広報広聴特別委員会

広聴部会

改革部会

広報部会

予算決算委員会 社会分科会

議会運営委員会

特別委員会

常任委員会 総務文教委員会

経済建設委員会 総務文教分科会

社会委員会 経済建設分科会

総務文教委員会
定数：９人

総務部・企画部・会計局・教育委員
会・選挙管理委員会・公平委員会・監
査委員会の所管に属する事項並びに他
の委員会の所管に属さない事項

経済建設委員会
定数：８人

環境部・経済部・農業委員会・建設部
の所管に属する事項

社会委員会
定数：８人

市民健康部・福祉部・国保浅間病院の
所管に属する事項

予算決算委員会
定数：２５人

予算及び決算に関する事項


